
 

 

 

 

 

  

第２回西予市中学校部活動地域展開推進協議会開催！ 

先日、第２回西予市中学校部活動地域展開推進協議会を教育保健センターで開催しました。協

議内容等について紹介します。 

期  日  令和７年９月 19日（金） 

場  所  西予市教育保健センター ４階大ホール 

参 加 者  教育委員、教育部長、政策企画部長、市内中学校長、市内中学校 PTA関係者、 

市内総合型スポーツクラブ代表、西予市スポーツ協会長、関係課長、事務局 

オブザーバー  愛媛県教育委員会保健体育課 

【内容】 

１ 愛媛県の方向性およびロードマップ案について 

 ○ オブザーバーより、愛媛県の方向性や今後の動きについて説明 

 

２ 報告事項（以下、質問…Ｑ 回答…Ａ 意見…Ｃ） 

(1)  全員部活動制について 

C 全員部活動制の終了などについては、できるだけ早い時期に周知を行う必要がある。 

Q 全員部活動制の終了に伴い、部員数の減少により、部費が少なくなることを懸念して

いる。市として部費の補助等を考えているか。 

  A 部費に係る PTA費の徴収金額や徴収方法など、中学校と今後相談する必要がある。

その中で出た意見をもとに検討できたらと考えているが、今のところ検討していない。 

 

(2) 拠点校方式による部活動について 

Q 拠点校方式の部活動が始まった場合、地域のクラブへ加入することも可とするのか。 

A 現在検討中の拠点校方式の部活動についてはあくまで、部活動に所属する子どもたち

の選択肢を増やす取組である。全員部活動制の終了に伴い、部活動に所属するか、地域

のクラブに所属するかの選択はできるため、地域のクラブへの加入ももちろん可能であ

る。 

Q 地域のクラブに加入した場合、総体や新人戦などの大会に参加できるのか。 

A 現在の愛媛県中学校体育連盟の規定では、種目によって参加できる条件が違う。県の

クラブ登録をしたうえで、その参加条件を満たせば、総体や新人戦などの大会に参加可

能である。  

Q 移動は原則保護者送迎とするとあるが、移動が難しいご家庭もあるかと思う。スクー

ルバスの利用は難しいのか。 
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 推進協議会において、ロードマップ（修正案）を提示し、承認を得ました。今後、ロードマッ

プの実現に向けて、具体的な取組について引き続き協議を進めていきたいと思います。協議の際

に示した資料（ロードマップ含む）については、以下の学校教育課ＨＰにて公開をしていますの

で、ぜひご覧ください。 

 

 

A スクールバスの乗車率やダイヤ等を考えたときに、財政的にも現時点での利用は難し

い。また、拠点校方式による部活動については個人が希望して参加するものであること

も鑑みて、保護者送迎をお願いしたい。 

 

(3) 西予市のクラブについて 

  ・ 西予市内地域クラブのアンケート調査結果を事務局より説明 

 

３ 協議事項 

 (1) ロードマップ（修正案）について 

  Q （地域展開が完了するまでの期間で）地域クラブに所属しながら、部活動に所属する

ことは可能なのか。 

  A クラブの活動日が少ないため、部活動でも身体を動かしたいなどの理由で両方に所属

することは構わないかと思うが、登録の関係でどちらか一方への所属ということもある

かもしれない。 

Q 令和 12 年度に地域展開完了予定となっているが、地域展開後の事務局の在り方はど

う考えているのか。 

A 地域展開後の事務局をどうするかということは並行して検討したいと考えている。 

  ※ ロードマップ（修正案）について地域展開推進協議会として承認 

 

(2) 今後の予定について 

  ・ 資料により、事務局より説明 

 

(3) 意見交換 

C 先生方の専門性を生かして、協力していただく方もいるのではないか。教員を対象に

した調査を今後すると良いのではないか。 

Q 保護者が気になっているのは、地域部活動に係る費用負担が増えるのではないかとい

うこと。他県の事例のように、部活動を継続するという考えはないか。 

A 地域展開ができないということは考えていない。できるように進めていきたい。 

C 部活動が終わることについて致し方ない部分もあるが、何もしない子どもたちが出て

くるのではないかと心配している。全員部活動制の終了に伴い、部費についても減少が

見込まれる。何らかの補助をお願いしたい。 

C 指導者や受け皿が大変だと思う。資格取得や指導者賃金、大会への参加、施設利用な

ど、指導体制へのサポートが必要である。 

C 指導者人材の確保が心配されている。先生でもパワハラ、セクハラ事案もある。民間で

対応が可能なのか、指導力の担保はできるのか。指導者の研修等を行っていただきたい。 

C 部活動の指導については、これまで先生方が熱心にしていただいていた。そういう先

生方の努力が報われて、いい方向に進んでほしいと思う。 

【西予市教育委員会学校教育課 HP】 

https://www.city.seiyo.ehime.jp/kakuka/kyouiku/gakkoukyouiku/15283.html 
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